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Ⅰ　はじめに

　日本の電気事業の最初は、1887（明治20）年に開業した東京電灯であった。第二次世界大戦

前の電気事業は市場原理によって発展し、開業した電気事業者が最も多かった1933（昭和８）

年では、株式会社、合資・合名会社等の民営673事業者、県営、市営、町村営、町村組合営の公

営120事業者等、818事業者が電気供給を行っていた。しかし、これらの電気事業者によって全

ての地域に電気が供給されたわけではなく、電気の届かない山間集落では電気利用組合を設立し

て電気の地産地消を行っていたものの、農山村や離島部では未灯状態が第二次世界大戦後まで続

いていた。一般世帯における電灯普及率は、1935（昭和10）年では90.4％となっており１）、戦後、

農林省が1948（昭和23）年に社団法人農業電化協会に委託した未点灯集落に関する調査によれ

ば、10戸以上の未点灯世帯があった集落数は福井県を除いた全国に6,112集落あり、20万9,660

世帯が未点灯であった２）。1938（昭和13）年の国家総動員法の公布、1941年の配電統制令によっ

て国策会社である９配電会社と日本発送電による電力統制が行われ、戦後1951年に９配電会社

の地域的枠組みをほぼ踏襲して、発送電一貫による地域独占体制の現行の９電力体制が誕生した

が、９電力は、どのようにして未点灯集落の電化を図ったのか、電灯普及率がいつ100％に達し

たのかについては、不明の部分が多い３）。

　筆者は、戦前の電気事業発達史において、民営電気の供給区域に組み込まれず、あるいは組み

込まれても投資効率の高い比較的家屋密度のある集落のみに配電し、自治体全域に供給されない

ことから、主に山村の自治体が経営した町村営電気事業や集落のレベルで産業組合法に基づいて

電気利用組合を設立して電気の地産地消を行っていた電気利用組合に注目し、その内発的な側面
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に注目して、その成立条件を分析してきた４）。町村営電気事業は、1941年の配電統制令によっ

て全てが配電会社に出資する形で消滅したが、小規模な集落レベルの電気利用組合の中には統制

の対象にならず、戦後も高度経済成長期まで存続していたケースがみられた５）。また、広島県や

島根県、鳥取県では、農業協同組合の小水力発電による地域電化が進められた６）。すなわち、

1951年に現行の９電力が設立されても、一定の時期までは、戦前と同様に電力会社にとって投

資効率の悪い農山漁村地域は、自ら地域電化を行わなければならなかったのである。ただし、戦

前と大きく異なるのは、政府が農山漁村地域の電化を政策的に推進した点にあった。

　本稿は、1953（昭和28）年において、北海道に次いで未点灯農家数が多かった岩手県におけ

る電化過程を整理しつつ、地域と住民の対応について考察する。９電力においては、10年単位

で社史を編纂しているが、管見によれば、戦後の農山漁村地域の電化を詳述している社史は、東

北電力が1962年に編纂した『東北地方電気事業史』をベースとしつつも、新たな史実を盛り込

んだ『東北の電気物語』７）だけである。戦後の未電化地域の電化過程に関心が向けられなかった

のは、戦後の国土総合開発の中における９電力と国策会社である電源開発（現J-Power）による

ダム建設を伴う大規模水力発電所の建設と火力発電所を中心とした火主水従の電源構成への変

化、そして1970年における関西電力・美浜原子力発電所の運転開始を嚆矢とした原子力発電へ

軸足を移しての巨大地域独占資本の形成過程こそが、戦後の中心的な電気事業の歴史であるとと

らえられてきたからである。電力会社の経営史研究がその点に重点をおいたのは、十分な理解が

できるものの、戦前、戦後を通して、電気供給の対象から除外されてきた僻地性の高い農山漁村

地域おいて、どのようにして地域電化を果たしてきたのかを知ることは、巨大地域独占資本形成

の基底を知ることと等しいと考える。それは、後述するように、戦後、発送電一貫による９電力

体制が国策として発足しても、住民の出資を伴いながら地域電化が進められたからである。こう

した事実は、余り知られていない。

　岩手県は、北海道に次いで未点灯農家数が多かったことに加え、へき地未点灯解消に向けて積

極的な活動をしていた岩手県選出の衆議院議員・野原勝正氏（1906 ～ 1983）を中心としてま

とめられた『へき地未点灯解消のあゆみ』８）に収録された全国的な動きをそのまま流用して、岩

手県の農山漁村の電化過程をまとめた『岩手県農山漁村電気導入のあゆみ』９）は、管見によれば

県単位の電化過程をまとめたものとしては唯一の貴重な文献となっている。本稿では、これらの

文献を手かがりとしながら、どのように経過を経て、農山漁村地域の電化が進められたのかにつ

いて整理し、地域と住民の対応について考察したい。

Ⅱ　第二次世界大戦前後における岩手県における電気供給状況

　（１）1938（昭和13）年における岩手県の電気事業

　岩手県では、1952年末に制定された農山漁村電気導入促進法の実施に備えて、1953年6月に
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独自の未点灯集落調査を行った。それによると、農山漁家173,427戸の内、15,554戸が未点灯

となっており、未点灯率は8.9％となっていた10）。こうした岩手県の未電化状況の素地は、戦前

の岩手県における電気事業の発達と深く関わっていた。図１は、国家総動員法が制定された

1938年末における岩手県における電気供給状況を電灯会社、公営電気別に示したものである。

それによれば、岩手県内において最も勢力を有していたのは、1905（明治38）年に盛岡市を供

給区域として開業した盛岡電気を基礎とし、カーバイド製造、銑鉄、合金鉄の精錬事業を兼業し

ていた奥羽電灯であった11）。前身である盛岡電気は、1921（大正10）年から22年にかけて花巻

電気、釜石電灯、遠野水力電気などを合併して、盛岡電気工業と改称後、岩手水力電気や宮古電

気などを合併しながら供給区域を拡大し、供給区域は盛岡市を中心とした北上川上流北部地域12）、

北上川上流南部地域の北部と南東部、そして三陸中部地域の太平洋沿岸と一部の内陸部へと広が

り、供給地域は秋田県北部にも及んでいた。三陸中部地域には、岩泉村を中心として北上高地の

内部へと供給地域を拡大していた岩泉電気が電気の供給を行っていた。また北上川上流南部地域

0 20km

図１　1938年末の岩手県における電気供給区域
（逓信省（1939）『第30回電気事業要覧』より作成）



西　野　寿　章

－ 192 －

の平坦部を含んだ多くの地域に電気を供給していたのは、東北電灯であった。東北電灯は宮城県

北部を発祥地として開業し、北上川上流南部地域へと供給区域を拡大し、宮城県内の供給区域は

宮城県営電気13）に譲渡して、1938年時点では岩手県内だけに供給区域を有し、本社を岩手県水

沢町に移転していた14）。そして、県北部の北奥羽地域の西部には福岡町、三戸町を供給地域の中

心として1914（大正３）年に開業した馬淵川電気、軽米村を供給地域の中心として1918年に開

業した軽米水力電気、そして太平洋岸には久慈町を供給区域の中心として1920年に開業した九

戸水力電気が電気を供給していた。そして、県南部の一関町と周辺部を供給区域とした一関町営

電気と北部の葛巻村と周辺を供給区域とした葛巻村営電気の公営電気が電気を供給していた。

　1938年時点において、いずれの電灯会社、公営電気の供給区域に入っていなかったのは11村

であった。県北の北奥羽地域では山形村、山根村、三陸中部地域では普代村、安家村、小川村、

有芸村、門馬村、小国村、金沢村、県南部では田河津であった。また盛岡市に接する玉山村、藪

川村も非供給区域となっていた。沿岸山村である普代村も含め、これらはいずれも北上高地に位

置する山村であった。その際、他の供給区域となっている地域においても、供給区域全域におい

て電気が供給されているとは限らなかった。とりわけ山間部含んだ地域を供給区域としていた電

灯会社では、経営効率の良い地域や集落を中心として電気供給を行っていたものと考えられ、供

給区域全域に配電されていたわけではなかった。そこで、供給区域が岩手県内で完結している電

灯会社について、1938年の供給戸数と1935年の国勢調査による世帯数によっておおよその電灯

普及率を算出すると、民営では東北電灯67.4％、九戸水力電気56.1％、岩泉電気44.7％、軽米

水力電気46.3％であった。また公営電気では、一関町営電気76.9％、葛巻村営電気52.7％であっ

た。葛巻村営電気は、隣接した地域にも供給地域を拡張したものの、1937年の支那事変勃発に

伴う資材高騰によって供給地域の拡張を終えている15）。北上川に沿った平坦部を供給区域に含ん

でいた東北電灯や一関町営は6割を超えているものの、日本の電灯普及率は1935年において

90.4％であったことから、岩手県における電灯普及率は全般的に低い傾向にあったといっても

よい。それは県土のおよそ8割が森林で覆われている岩手県の県土構成によるところが大きく、

山村地域、山間集落への電気供給はあまり進んでいなかった様子がうかがわれる。筆者の調査結

果では、岩手県には12の電気利用組合が主に山村地域に設立されており16）、電気の来ない山間

集落では住民出資によって電気を確保した動きもみられたが、山村地域を中心に電灯がないまま

終戦を迎えた集落が多かった。

　（２）1953（昭和28）年における未点灯状況

　図２は、岩手県の1953年における未点灯地区調査結果に基づいて。未点灯率が県平均の９％

を上回っている地域の分布を旧村単位で示したものである。また、表１には、同時点における未

点灯率の上位地域を示した。図２によると、未点灯率が岩手県平均の９％を上回っている地域は、

県北部の北奥羽地域と三陸中部地域の内陸部、そして宮城県境付近に分布していることがわかる。
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供給区域が秋田県にも及んでいたことから普及率を算出することはできなかったが、奥羽電灯の

供給地域の多くでは県平均普及率を上回っていることが読み取れる。県北部には、馬淵川電気や

軽米水力電気、九戸水力電気が展開していたものの、いずれも小規模な電灯会社であったことか

ら供給地域の隅々にまで配電できなかった。1941年の配電統制令によって、全ての電灯会社と

公営電気は、９ブロックに設立された配電会社に出資して消滅した。統制下におかれた配電会社

は、軍需優先の需給調整を余儀なくされ、山間部への送電網の拡張は抑制されたものと考えられ、

戦前におけるそれぞれの電灯会社の活動状況と統制下に置かれた配電会社の対応は、おおよそ

1953年における地域の未点灯率に反映されたものと考えられる。

　表１は、1953年における未点灯率上位16町村の一覧である。北奥羽地域の東部に位置した山

根村（現久慈市）の未点灯率100％を最高に、有芸村（現岩泉町）87.3％、山形村（現久慈市）

84.6％と山村地域に未点灯率の高い地域が並んでいた。次いで未点灯率が高かったのは大川村

（現岩泉町）の48.0％、大野村（現洋野町）の45.7％などとなっていた。1948（昭和23）年に
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図２　1953年の岩手県における未点灯率９％以上の地域分布
（岩手県（1968）『岩手県農山漁村電気導入のあゆみ』より作成）
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おける農家の電灯普及率は95％に達していたことから17）、岩手県の電灯普及率は著しく低かっ

たことが理解できる。岩手県の未点灯率は、1954年には6.5％、1960年には2.4％、そして

1965（昭和40）年には0.2％、1968年には0.03％となり18）、この時期にほぼ未点灯地域が解消

されたとみられる（図３）。どのようなプロセスを経て、未点灯地域が解消されたのか、次にみ

てみる。

Ⅲ　岩手県における未点灯農山漁村の電化過程

　（１）食料増産と小水力発電の導入

　戦後の農山漁村地域の電化は、実に多くの政策によって推進された。資料によっては政策の名

称が異なるものもあり複雑である。図４には『岩手県農山漁村電気導入のあゆみ』の記述に沿っ

て、岩手県と政府が進めた未点灯解消のための政策の推移をまとめた。1953年において、北海

道に次いで未点灯農家数が多かった岩手県にとって、農山村、漁村の電化は、重要な地域政策的

表１ 　1953年６月１日調査岩手県未点灯
率上位町村

（岩手県（1968）『岩手県農山漁村電気導
入のあゆみ』より産出・作成）
［注］ 安家村の未点灯率は、1953年の農家

数が未記入となっていることから、
1954年に農林省が調査した際の未点
灯農家数より算出している。

図３　岩手県における未点灯率の推移

（東北電力（1988）『東北の電気物語』、p.281より作成）

旧市町村名 現自治体名 総農山漁
家戸数

未点
灯率

山根村 久慈市 380 100.0

有芸村 岩泉町 349 87.3

山形村 久慈市 1,081 84.6

大川村 岩泉町 319 48.0

大野村 洋野町 938 45.7

安家村 岩泉町 349 39.3

小鳥谷村 一戸町 1,347 39.2

侍浜村 久慈市 539 36.7

渋民村 盛岡市 693 34.6

姉帯村 一戸町 292 34.6

小川村 岩泉町 816 34.2

葛巻町 葛巻町 1,016 29.3

簗川村 盛岡市 380 27.6

田部村 葛巻町 312 27.2

田野畑村 田野畑村 975 27.0

一方井村 岩手町 619 26.9
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課題であった。未点灯解消の決定打となったのは、1952（昭和27）年12月に議員提案によって

制定された農山漁村電気導入促進法であったが、岩手県独自の地域政策も展開されていた。

　戦後復興期は、最大出力100kw～ 200kwの小水力発電が農山村に導入された。戦後復興期の

政策の一つは食料増産であったが、電灯用の送配電設備では農業生産の動力化に必要な電気を供

給するには能力不足であったこと、電力部門の資金・資材は、電源開発、既設発電所の復旧、都

市及び工場地帯への供給確保のために重点的に向けられていたことから、緊急課題である食料増

産にはとうてい間に合わなかったことが背景となって、戦前、電気利用組合などの自家用電気設

備である小水力発電が導入された19）。

　小水力発電は、山間集落における電気の地産地消のために組織された電気利用組合が導入して

いたが、政策的に導入する動きは、戦前の1938（昭和13）年にも発生していた。石油不足と電

力の工業動力への供給の重点化によって農事作業では電力を思うように利用できなくなっていた

ことから農林省農務局長は「我ガ国ノ農村ニハ小水力ノ簡易ニ利用シ得ルモノ多ク適当ナル水力

原動機ヲ採用スルニ於テハ経常費極メテ小額ニテ足リ、最モ経済的ニシテ且信頼性ニ富ム農業動

力ヲ発生シ農業経営上大ナル効果ヲ得ルヲ以テ小水力利用ノ完璧ヲ図ルハ現下ノ時局ニ鑑ミ洵ニ

喫緊ノコトト認メ　今般（中略）助成金ヲ交付スルコトト相成候條（以下略）」と各地方長官宛

に通牒を発したところ、1938年度に400 ヶ所、1939年度に550 ヶ所の助成希望者があり、約

270 ヶ所を選定して助成金を交付し、脱穀機や籾摺機、精米機、精麦機、製粉機、製麺機など

の動力源として利用された20）。こうした小水力利用は、軍需産業の育成が優先されたことによっ

て生まれたものではあったが、戦後も局部的に利用された。

　岩手県では、1949（昭和24）年度から1951年度にかけて、農業協同組合が行う小水力発電

施設事業に対して県単補助を行った。これは、当時の岩手県農林部農協課長の発想によるもので

あったとされ、1949年度の予算要求説明書には「農業協同組合の行う施設については、特に生

産面における協同利用事業を重視し、その一貫として非電化地帯における渓流利用の小水力発電

施設を奨励せんとするもの」と説明している。この県単補助によって５つの農業協同組合が小水

力発電を導入している。岩手県において未点灯率が３番目に高かった山形村では、この制度を利

用して1952年に農業協同組合が経営する水力発電所（25kw）によって中心集落142戸が点灯し

たが、需要の増加によって電圧が降下し、維持できなくなった例もあったという21）。小水力発電

に対する政府融資は1950年から開始され、岩手県では政府融資によって２つの開拓農業協同組

合が小水力発電を導入しているが、岩手県の県単補助は、政府の小水力発電所建設促進施策より

１年早く、また補助の対象を農業協同組合とした点で、先取りしており、その先見性が注目され

る22）。

　政府では、1950（昭和25）年度から米国対日援助見返資金を充当して、農山漁村を対象に小

水力発電所の建設を促進した。融資の相手方は、農業協同組合および同連合会とされ、100kw

以下の水力発電施設の建設資金の80％を限度として、年利率7.5％、１年以内据置、15年以内償
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還という条件であった23）。また政府では、1951年度から「農林漁業生産力の維持増進を図るため、

農林漁業者に対し、長期且つ低利の資金を融通する」農林漁業資金融通法を制定し、農林漁業資

金特別会計資金より農協等の行う小水力発電事業に対して融資することにした24）。そして、

1951年度から開拓地の電気導入に対する補助事業が開始された。これらの小水力発電導入は、

農家の電化よりは、食糧増産のための農業生産の動力化に軸足が置かれていた。

　（２）農山漁村電気導入促進法の制定と地域の対応

　1952（昭和27）年12月29日には、農山漁村電気導入促進法が制定され、未点灯農村の電化

と電力不足地域への整備が本格化した。この法律は、北海道紋別町（現紋別市）選出の衆議院議

員・松田鉄蔵氏（1900 ～ 1974）外62名の提案によった。松田氏この法律の提案理由について、

未点灯の農山漁家が20万戸を越えている状況にあること、農林漁業資金融通法で100 ヶ所ほど

の小水力発電所が建設されたが、これは一部の希望を満たしたに過ぎないこと、今なお数百ヶ所

の地点で建設を希望していながら建設資金が得られないため貧しい暗い生活を余儀なくされてい

る状況があるなどと説明している。法案には、これまで早い者勝ちに融資対象に取り上げられて

いる現状を改め、計画的に能率的に電化促進事業を進めるために都道府県が電気導入計画を策定

する、農林漁業団体、開拓農業協同組合が小水力（または火力）発電所または配電施設を建設す

る場合に必要な資金を貸し付ける、電気施設の建設、維持、管理に農林大臣が指導していく、こ

の事業に関する都道府県の経費を国が補助できる、農林漁業団体と電力会社間の電気の供給、託

送、売買に関して、農林漁業者に負担のかからないように協議、裁定の途を設ける、土地改良事

業として建設される水利ダムを活用しての水力発電事業に考慮することなどが盛り込まれた25）。

農山漁村電気導入促進法の事業主体は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地

改良区連合、および水産業協同組合と規定され、1957年６月には、森林組合及び森林組合連合

会が追加された26）。

　政府は、農山漁村電気導入促進法の制定と並行して、融資機関となる農林漁業金融公庫を

1953年４月１日に発足させた。農林漁業金融公庫の設立によって、農林漁業に対する長期金融

制度が整備され、農山漁村電気導入促進法に基づく小水力もしくは小火力発電施設又は受電施設

に貸し付ける資金は共同利用施設資金の一つに加えられ、前述の米国対日援助見返資金と農林漁

業資金特別会計資金による小水力発電事業は、農林漁業金融公庫に引き継がれた27）。こうした整

備によって、30万戸あったとされる未点灯農家は、1967年度にほぼ解消したとされる28）。

　岩手県では、どのように未点灯農家、地区の解消が行われたのであろうか。岩手県における農

山漁村電化の特色は、未点灯農家数が北海道に次いで多かったこともあり、県独自に電化推進の

ための組織を設置した点にある。1954（昭和29）年10月、任意団体・岩手県農山漁村電気導入

促進協議会は農林大臣認可の社団法人・岩手県農山漁村電化促進協会へと引き継がれ、1957年

６月には岩手県農山漁村電化協会と改称して、未点灯農家、地区の解消に邁進した。同協会の基
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金を出資する特別会員には東北電力（出資額500万円）、62市町村（227万円）、４農業団体（10

万円）がなり、普通会員に62市町村がなり29）、電化事業の事務局的役割を果たしたものと思わ

れる。

　岩手県では、1951年度に煙山村（現矢巾町）の開拓集落１地区38戸に東北電力からの受電に

よって電気導入を図っている。これは1951年から開始された政府の開拓地電気導入補助事業に

よったものと思われる。1952年度も開拓集落４地区に留まったが、1953年度からは農山漁村電

気導入促進法が制定されことから、開拓集落以外においても地域の農業協同組合を事業主体とし

て電気導入が進められるようになった。資料によると、その最初は山根村（現久慈市）であった。

　山根村は、1953年の岩手県の調査では全村未点灯の状態にあった。『岩手県農山漁村電気導入

のあゆみ』は、山根村の電気導入過程を詳しく紹介している。同書は、未点灯集落のある農業協

同組合は、一般に弱体であったことから農林漁業金融公庫から融資を受けるのが容易ではなかっ

たこと、未点灯集落全体が１戸の脱落もなく点灯できるようにとりまとめる行政、農業協同組合、

集落の代表者の苦労は大変なものであったこと、そして受益者負担の分担を決めるのにも苦心が

あったと綴っている。

　山根村は、製炭で生計を立てていた北上高地の典型的な山村であった。ここに東北電力から電

気を購入する受電方式によって電気が導入された。農山漁村電気導入促進法によって融資制度が

整えられたものの、事業主体となった山根村農業協同組合は当時600万円の赤字を抱え、その解

消は困難となっていた。岩手県久慈地方事務所長から「農業協同組合再建の転機は電気導入が何

よりで長期低利資金を借入れすることだ」と指導を受け、村当局もその決心をして村民大会を開

いて、電気導入の協議をしたとある。村民大会では、老人と若者との間で意見が対立し、

３万５千円の個人（世帯）負担を伴うことに戸惑う村民もいたが、６割の村民の賛成を得て準備

が進められたという。しかし、農林漁業金融公庫からは、年間600万円の予算の山根村が600万

円の農業協同組合の債務保証とはどういうものかと一蹴されたため、全国農山漁村電気協議会長

を務めていた岩手県選出の衆議院議員・野原勝正氏に仲介を依頼して融資を受けられるように

なったという。実際の導入に際しては、１世帯当たりの負担が大きいことから、平等割３割、電

灯数割４割、柱割３割として零細農家の負担を軽減し、東北電力に代用電柱として栗柱の提供を

認めてもらって、集落毎に切り出しが行われた。実際には、１～２灯の定額電灯で１万５千円の

負担で済み、木炭ブームも農家の負担を後ろ押しした。各集落には、農業協同組合の下部組織と

して電化組合を組織し、1953年度28戸、1954年度21戸、1955年度24戸、1956年度55戸と電

気導入が進んだ。その後の償還は、国有林開放の臨時措置法によって払い下げを受けた山林の立

木を処分して充当したことから、村民の実費負担はなくなったという30）。

　次に、岩手県で３番目に未点灯率の高かった山形村（現久慈市）における電気導入過程をみる。

戦前の山形村は、いずれの電灯会社の供給区域に組み入れられておらず、全村未点灯だった可能

性が高い。山形村では、前述したように1952年に岩手県の補助金利用制度によって農業協同組



戦後の岩手県における山村地域の電化過程についての覚え書き

－ 199 －

合が小水力発電所を建設されたが、中心集落142戸に電気が導入されるに留まっていた。1954（昭

和29）年６月20日に山形村農業協同組合第七回通常総会・電化促進大会が開催され、全村電化

導入を決定し、1955年４月に荷軽部地区116戸に初めて電気が導入された。所要資金750万円

の内、200万円を借金し（農林漁業金融公庫）、550万円は集落所有の赤松を売って資金にした

という。その後、1958年には他の７地区にも電気が導入されたが、『山形村誌』は、電気導入の

ための負担金を捻出するのが何よりも大変だったと記しており31）、部落有林を持っていた地区と

持っていなかった地区では負担金に差があった点には留意する必要がある。山形村には、電気導

入農協再建促進協議会が組織され、1968（昭和43）年８月に全村の電化が完了している。

　農山漁村電気導入促進法制定後においても、岩手県では1953（昭和28）年度から1958年度

までと1960年度に県単独の融資事業を展開し、未点灯地区の消滅をめざした。1959年度から政

府の未点灯部落電気導入補助事業ならびにへき地農山漁村電気導入補助制度が開始され、1962

年度からは辺地法制定に伴い設定された辺地起債制度、さらに1965年に制定された山村振興法

の振興山村特開事業、そして1967年度限りで散在未点灯農山漁家電気導入補助事業が行われ、

岩手県では未点灯農家や地区は解消へと向かった。その際、岩手県では未点灯の農山漁家が社会

的文化的条件に恵まれた集落へ転居し、通耕を行うのがむしろ現実的であると判断し、1967年

度から1969年度の３年間で転居して受電する農山漁家に奨励補助を県単で行い、また政府の散

在未点灯農山漁家電気導入補助事業では２～４戸を対象としていたことから、なお１戸のものが

散在し、岩手県では169戸が残存したことから、転居しない農家に対して県単により助成し、７

戸についてはエンジン発電により電気を得る計画とした32）。これらの農山漁村電化政策により、

岩手県の農山漁家の未点灯率は1965（昭和40）年には0.2％となり、ほぼ解消した。

　（３）未点灯地区の電化と受益者負担

　表２は、1951（昭和26）年から1967（昭和42）年までの間に行われた岩手県における電気導

入の事業主体別のべ数をまとめたものである。764事業の内、農業協同組合が事業主体となった

事業が531事業69.5％を占めた。戦後の開拓政策により岩手県に入植した人々の居住区への電気

導入は開拓農業協同組合や開拓畜産農業協同組合が事業主体となってのべ213事業を手がけ、そ

のほか森林組合が事業主体となった例では盛岡市簗川森林組合の１事業、漁業協同組合が事業主

体となった例では宮古市重茂漁業協同組合と釜石市箱崎漁業協同組合の２事業があった。1960年

以降に急激に増加したのは、政府の補助事業が充実したことと関係がありそうであるが、詳細は

不明である。また表３には、年度別の電化方法別地区数をまとめた。それによると、岩手県では

地産地消的な小水力発電によって地域電化を図った地区は１ヶ所（山口村山形、盛岡岩手開拓農

業協同組合）に留まり、現在でも中国地方に見られる連けい式小水力発電は見られない。また36

地区で風力発電の導入が図られたが、987地区（95.5％）は、東北電力からの受電よるもので、

それぞれの地区では受電のための受電設備の整備、電柱の建設と配線などの設備整備が行われた。
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これは、前述したように当時、この地方で当初使用された水力発電機の性能などに起因している

ものと考えられ、電力会社からの受電方式の方が安定すると考えられたからだと思われる。

　表４には、1951（昭和26）年度から1967年度までの岩手県における電化費用と負担割合等

表２　電気導入の事業主体別のべ数

（岩手県（1968）『岩手県農山漁村電気導入のあゆみ』所収資料より作成）

表３　年度別電源別電化地区数

（岩手県（1968）『岩手県農山漁村電気導入のあゆみ』所収資料より作成）

年度 受電 小水力 風力 エンジン 計
1951 1 1
1952 4 4
1953 19 1 20
1954 18 18
1955 40 40
1956 39 39
1957 21 21
1958 18 18
1959 24 24
1960 48 48
1961 67 2 69
1962 81 81
1963 112 5 117
1964 142 7 149
1965 158 13 171
1966 139 9 148
1967 56 9 65
計 987 1 36 9 1,033

年度 開拓農協 農協 森林組合 漁協 その他（不明） 計
1951 1 1
1952 4 4
1953 9 2 9 20
1954 11 7 18
1955 14 26 40
1956 4 15 19
1957 11 10 21
1958 18 18
1959 4 18 1 23
1960 11 35 1 47
1961 14 60 1 75
1962 23 65 1 89
1963 35 75 1 111
1964 32 65 1 98
1965 24 56 3 83
1966 13 47 1 1 62
1967 3 32 35
計 213 531 1 2 17 764
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を年度別にまとめたものである。未点灯解消地区数は1,033、受益戸数は12,523戸に及んだ。こ

れらのほとんどは東北電力からの受電より電気が導入され、その総事業費は11億9970万６千円

に及んだ。表中の農林漁業資金は農林漁業金融公庫から融資額であり、現金は受益者となる住民

の負担額である。農林漁業資金は農業協同組合が借入れ、組合員である住民が返済した。表４に

よると、一戸当たりの事業費は、年々上昇し、1953年度と1967年度とでは約５倍の開きが出て

いる。この時期は、高度経済成長期にあたり、物価の上昇、資材や人件費の高騰がみられたこと

から農山漁村電気導入促進法が制定された直後と農村電化の終盤における費用を比較することに

は慎重になる必要があるが、これは終盤になればなるほど地理的に不利な集落の電化が行われた

ため、経費が増加したとされている33）。

これに対して、農林漁業資金と現金を加えた１戸当たりの受益者負担額は、前半では波があるも

のの、1959年度から1963年度までの間は当初の５万円余りが３万円前後までに下がり、受益者

負担割合は1953年度86.4％、1956年度86.5％と高くなっていたが、1958年度以降になると受

益者負担割合が減少し始め、1959年度では35％、1964年度では21.8％にまで低下している。

これは、国費と県費の割合が高まったことによる。国費の割合をみると、1956年度4.7％、

1957年度7％、1958年度では12.7％であったが、1959年度以降は1967年度を除けば平均

28.1％を示しており、県費もほぼ同じ傾向となっている。受益者の負担割合は1957年度の

80.1％が翌1958年度には54.6％にまで低下し、1961年度には30.3％とさらに低下して、1962

年度以降は20％台となっていた。農山漁村電気導入促進法制定直後は、国家予算との関係もあっ

たものと思われるが、全般的には徐々に受益者負担を減少されたことは認められる。

　しかし、電気を供給する電力会社（東北電力）の負担割合は、受益者負担割合に比べると遙か

に低くなっている。とりわけ1958年度以降は著しく低く、電力会社の持ち出しは皆無に等しく

なっている。これは、未点灯集落への配電線延長工事費負担は、電気事業者の「電気供給規程」

により定められていたことによる34）。1959年度の電力会社の負担金制度によると、北海道、中部、

関西、中国、九州の各電力会社では１戸当たり10,900円までは全額会社負担となっていたのに

対し、東北電力は７戸以上の未点灯集落の場合21,000円まで全額会社負担となっていた。東北

電力の場合、需要家負担は２つの段階に分かれ、21,000以上39,800円までの場合、工事費から

21,000円を差し引いた額に2.1168を掛けた額を第１段階とし、第２段階として39,800円を超え

る工事費は重要家が全額負担するように定められていた。その結果、岩手県の未点灯集落への電

気導入に関する事業費の負担割合は、受益者40.4％、岩手県22.1％、政府22.0％、市町村

12.7％、電力会社1.7％となっていた。

　表４によれば、市町村の負担金は1961年以降増加し、1960年は3.8％だったが翌1961年には

12.1％に増加し、1964年には27.7％に達していた。財政基盤の脆弱な自治体ほど未点灯集落が

多かった傾向もあり、財政力の優劣によって市町村の未点灯解消進度に違いをもたらしていた35）。

　このようにして点灯した集落の人々は、電化生活の喜びを感じる一方で、電化前、電化後の借
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入金の返済に苦労していた。久慈市の山間部では、電気を導入する際は、資材の負担や運搬作業

等で１戸当たり１ヵ月以上の労力奉仕を行い、一戸町のある開拓集落では、まだ木炭生産が盛ん

な時期にあって、公庫融資額を返済するために１戸当たり１町歩のカラマツの植林事業や乳牛、

緬羊の多頭飼育を計画し、導入当時の集落別借金の返済不能者への対応などの問題に指導者は苦

悩するなど、未点灯集落の人達の苦労は計り知れないものがあった36）。

Ⅳ　おわりに－戦後電化と協同組合考－

　以上、北海道に次いで未点灯農山漁家の多かった岩手県における電化過程を整理し、その特性

を分析してきた。戦前の電気事業は、市場原理に基づいて発達し、投資効率の悪い農山村や漁村、

そして離島は電灯会社の配電区域から外され、そうした地域の中には市町村営電気や県営電気、

電気利用組合によって配電されたものの、多くの電力空白地域を抱えたまま戦時体制に突入し、

終戦を迎えた。戦後復興の過程において、戦前からの電力空白地域への電気導入が重要政策とな

り、1952年には農山漁村電気導入促進法が制定されて、未点灯地域の電化が本格化し、戦後の

開拓政策によって入植した開拓集落への電気導入も進められた。岩手県の農山漁家の未点灯率は

1965（昭和40）年には0.2％となり、ほぼ解消し、1968年８月の山形村の全村電化で、完了し

たものと考えられる。岩手県は、農村電化が本格化する以前から農村電化の必要性を重視し、政

策的に先取り点は注目された。1952年末に制定された農山漁村電気導入促進法は、農村電化を

加速させ、法制定の功績は讃えられるべきであろう。しかし、受益者負担が徐々に減額されていっ

たものの、製炭業を生業としていた当時の北上高地の農民にとって、配電線の延長工事に必要な

資金を確保することは決して容易なことではなかったことと思われる。市町村においても、公有

林などの財産を持っていた自治体と持っていない自治体とでは、対応の速度に差が生まれていた。

国費や県費も投入されたが、未点灯地域において自己負担分が用意されない限り、資金融資もな

されなかった。結果として、東北電力の配電網の末端は地域住民と地域が整備したことになる点

は重要である37）。

　前述したように、農山漁村電気導入促進法下における電力会社の配電線延長工事への負担額は、

著しく低く抑えられていた。これは、1941（昭和16）年の配電統制令によって９つの配電会社

と日本発送電による電気供給体制が構築され、ポツダム政令によって、1951（昭和26）年５月

１日に発送配電一貫経営の民間会社としてスタートしていた９電力の資本力が不十分であったこ

とから、むしろ電力会社を保護する感覚が強かったようにも捉えられる。現実に、現在の９電力

の運営を規定する電気事業法が制定されたのは1964（昭和39）年7月11日のことであり、戦前

の電気事業法が廃止された1950年から1964年の間は、実質、公益事業令によって運営されてい

た。橘川武郎は、この空白期間が生まれたのは、経営形態をめぐる対立が深刻だったからと説明

し、９電力は1950年代後半から1970年代初頭にかけての高度経済成長期に「低廉で安定的な電
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気供給」を実現させ、民間電力会社が企業努力を重ね、活力を発揮して、「低廉で安定的な電気

供給」という公益的課題を果たし、日本電力業の歴史全体の中でも特筆すべき「黄金時代」だっ

たということができると述べている。橘川は、経営形態の対立とは、国策会社である電源開発が

佐久間ダムをはじめとした大規模電源開発を行ったのに対し、関西電力が単独で黒部第四発電所

を建設し、官営の優位さと民間でも大規模ダム建設が可能であることを示したことに象徴される

と説明している38）。

　この橘川の見解には、若干の疑問が生じる。橘川の言う「黄金時代」の時期は、岩手県では、

住民や自治体、あるいは農業協同組合が配電線延長工事のための費用を工面するのに多大な苦労

をしていた時期だったからである。電気事業は、いうまでもなく公益事業である。９電力の場合、

地域独占が認められていたことから、公益は供給を独占している地域に還元されるものではない

かと考えられる。公益事業令、電気事業法には供給義務が明記されていたが、岩手県の未点灯集

落電化の過程からは、電力会社として積極的に配電しようとする姿勢は読み取れず、むしろ、所

要資金の用意できた地域や集落の側の要望に応えて配電線を延長したようにみえる。橘川の言う

企業努力とは、誰のための努力だったのかが問われなければならない。総括原価方式によって電

気料金が決められている現実を見るときに、電力会社に経営合理化の姿勢があるのか疑問を持つ

からでもある。大都市地域では、所得倍増計画も相まって高度経済成長に湧いている時、東北の

山村に限らず、全国の未点灯地区では住民の苦労の上に電気が導入されていった事実は、日本の

電気事業史において記録に留める必要があろう。

　ところで、1952年末に制定された農山漁村電気導入促進法のモデルは、米国のニューディー

ル政策の中で進められた農村電化政策にあった。米国政府は、農村電化を推進するため1935年

５月に独立機関としてREA（Rural Electrifi cation Administration農村電化促進事務局）を設置して、

農村の振興に取り組んだ。その際、REAは資金貸付が主たる機能であり、未電化の農村に設立さ

れた農村電化協同組合に対して長期低利率の電化用資金を貸し付けた39）。農村では、電力会社や

国営発電所から電気の供給を受け、発電所を持ち、自給している農村は１割ほどに過ぎなかった

が40）、農村電化によって農業生産に留まらず、電化製品によって生活の近代化が図られた41）。発

電所を持たない受電方式が大勢を占めていた岩手県のケースは、REA方式による農村電化と類似

していた。

　TVA（Tennessee Valley Authorityテネシー河流域開発公社）の理事長を務めたD.E.リリエンソー

ルは、人間がある地方の資源を開発し建設をする場合に自然と一体となって働くという、深いま

た広い共同の目的をもってやれば、必然的にそれが人間の精神に影響を与えるということは、極

めて自然のことであるとし、実際に、それが一番重要な結果だと語り、電力がこうした姿を創り

出したと述べている。すなわち、農民たちは、時には業者の反対を押し切って、かれら自身の電

力共同組合を組織し、互いに働き、そのことにより農村の生活水準、教育水準に重大な影響を及

ぼしたという。草の根における民主主義の理念が遵守されれば、電力は、肥料と同じように、人
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間自身の生活に刺激剤を与え、個人的な目的よりももっと大きな目標に向かって努力する人がで

きる機会を提供する。この共同の努力、すなわち市民の参加という行為によって、個人の本質的

な自由は強化され、彼の心を満たすものは増えるのである42）と述べている。また、久保文明に

よると、米国農務省幹部だったウォーレスは、協同組合的方法が急速に前進したもっとも顕著な

例の一つがREAによる農村電化の分野においてであり、電気設備購入のための協同組合組織なく

しては、農村の電化が短期間にこれほど進むことはあり得なかったと述べ、富農・大農に対抗す

るための貧農・小農の協同組合は、アメリカ民主主義を永続的な基盤の上で再構築する際に、然

るべき役割を演ずるだろうと語ったとされ、農務省内のすべての影響力あるスタッフは完全に、

かつ、確固として、協同組合原理の健全性を信奉していたとされる43）。

　米国には、現在も900余りの農村電力協同組合が活動し、1850万人の顧客を持ち、その割合

は全米の12％に及んでいる44）。協同組合によっては、電力の発電、配電だけでなく、多様な住

民サービスを行っているケースもある。多くの協同組合の起源は、REAが発足した直後の1930

年代後半にある。人口の集中している地域を中心に巨大電力資本が活動している米国において、農

山村地域では依然として協同組合方式によって電気が供給されているのはなぜなのか興味深い45）。

　農山漁村電気導入促進法推進の要とされた農業協同組合は、戦後民主化の一環として1948（昭

和23）年に設立された。農山漁村電気導入促進法の制定は、農業協同組合の発足から４年余り

しか経っていなかった。農業協同組合は、戦前の産業組合の延長線上にとらえられるが、農山漁

村電気導入促進法において農業協同組合や漁業協同組合、森林組合を単なる融資窓口として位置

づけたのか、それとも民主的な地域づくりの要としての役割を持たせようとしたのか判らない。

米国では、1930年代に設立された農村電化協同組合が依然として農山村地域で電気供給に重要

な役割を果たしているが、日本では、北海道網走支庁雄武町と宗谷支庁枝幸町が共同で1974（昭

和49）年まで一部事務組合である雄武枝幸電気組合を設置、運営していたのが農山漁村電気導

入促進法に起源を持つ最後の電力利用農業協同組合であった46）。

　今日、農業協同組合の改革が叫ばれ、多様な議論がなされているが、戦後の農山漁村の電化に

農業協同組合が関わった歴史は、農業協同組合の在るべき姿を考える上で重要な示唆を与えてい

ることを強調しておきたい47）。なぜならば、岩手県の未点灯地域の電化は、農業協同組合なくし

て実現しなかったからである。

（にしの　としあき・高崎経済大学地域政策学部教授）

［付記］
　　本稿をめでたく定年を迎えられた千葉　貢先生に献呈させていただきます。1988年４月１日、千葉先生と筆者は同時に
本学に着任し、その10日ほど前、学長室において故・山崎　旭学長と共に千葉先生と初めてお目に掛かった時のことを昨
日のことのように想い出します。雨のよく降る日でした。筆者は、午前中、片倉工業富岡工場を見学し、ずぶ濡れ状態で
大学に来たことも想い出します。長年にわたって公私共にお世話になってきたことに感謝申し上げます。
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